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放課後児童対策事業のこれまでの動き１
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社会・国の動き

本市での動き

昭和40年代～ 昭和50年代～

留守家庭児童の問題が発生

地区社協が公民館、集会所等で
学童クラブを結成・活動

初の児童館設置（S４７年、若槻）

児童育成クラブの制度化・支援

核家族や女性就労率の増加、就業形態の多様化

地域組織主体の運営
【ボランティア中心の地域独自の事業】

長野市版放課後子どもプラン策定（H20年２月）

放課後児童健全育成事業（厚労省）と
放課後子ども教室推進事業（文科省）の一体的実施

地域組織中心の学童クラブから
公設・市社協管理運営委託への転換

学童クラブの利用者増加に伴い、
各地区へ児童館・児童センターを建設

事業規模の大幅な拡大 【公が責任を持つ事業】

平成10年代～

社会・国の動き

本市での動き

放課後子どもプラン制度の創設（H18年）

児童クラブから子どもプラザへの転換・拡充
受入学年を全学年に順次拡大、市内54校区での実施
就労以外の理由による児童の利用拡大（希望児童受入）

平成30年～

・児童1人あたり月額2千円(減免制度あり)
・運営内容等の水準の明確化や、運営の基
本的な考え方に関する統一的なプロセスを
提示するため「長野市放課後子ども総合プ
ラン事業ガイドライン」を策定

利用者負担の導入（H30年４月）

サービス内容の均質化
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平成24年の児童福祉法改正に伴う放課後児童健全育成事業の変更点（平成27年４月１日施行）２

変更前 変更後

対象児童
小学校に就学している

おおむね10歳未満の児童
小学校に就学している児童

設備及び運営
の基準

特段の定めなし

国が省令で基準を定め、市町村で条例を制定
【従事する者及び員数】・・・従うべき基準

【設備、開所日数・時間等】・・・参酌すべき基準

⇒長野市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例制定

（質の確保方策） 放課後児童クラブガイドライン
（平成19年策定）

放課後児童クラブ運営指針

（専用区画）
児童1人あたりおおむね1.65㎡

以上の面積を確保すること
が望ましい（ガイドラインより）

児童1人につきおおむね1.65㎡以上
でなければならない（経過措置あり）

（職員）
放課後児童指導員

（児童厚生施設に必置の「児童の遊びを指導
する者（児童厚生員）」が望ましい）

都道府県知事が行う（認定資格）研修を
修了した放課後児童支援員

放課後児童クラブの質の確保・向上、専門性の向上を目指した見直し
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放課後子ども総合プラン事業の必要性・意義の確認３

少子高齢化が進行する社会情勢において、働く女性の増加や核家族化が進んで

いる中、放課後の子どもの居場所は重要性を増しており、家庭だけでなく社会・

地域で子どもを支える理念の下、「長野市版放課後子ども総合プラン事業」を持

続可能な事業として充実させていく必要があります。

放課後の過ごし方として、安心で安全な

遊び・生活の場であるという福祉的な

意義はもとより、多様な体験活動や交

流の機会としての教育的な意義を両立

させ、子どもの健やかな育ちを支援す

る必要があります。

市としての基本姿勢

持続可能な事業として充実

福祉的意義と教育的意義の両立
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放課後子ども総合プラン事業をめぐる現況（運営主体検討の観点から）４

地域福祉事業の名残り 事業規模拡大の影響

館長・施設長は地域の内申

多くの職員は各施設ベースで採用
施設間での流動性はほとんどなし

主たる運営主体である市社協では、
全体の２／３（約1,000人）の職員
が本事業に従事

文科省の子ども教室を取り込み、教
育的要素が拡大

扶養範囲内130万円未満を基本と
した雇用形態

館長等は名誉職的賃金形態

市社協事業

地域福祉
等事業

こどもプラン
事業

別のマネジメント機能が必要

対応に苦慮することが少なくない

サービスの全市平準化を妨げる懸念

職員採用について

賃金等について

地域の独自性について

適正なマネジメントについて

個々の児童に適した対応について
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今後のプラン事業が目指す４つの在り方・姿5

個々の児童に応じた（適した）支援 小学校、関係機関との更なる連携

○ 個々の児童の発達や行動などに応じた主体

的な遊びなどの支援

○ 特に配慮を必要とする児童の理解ときめ細

やかな支援

○ 育児などの相談窓口、専門機関への引継

○ 家庭状況を踏まえた保護者との連携・協力

○ GIGAスクール構想などICTを活用した新たな

学び方への対応

○ 第三の居場所など様々な担い手との連携・協力

体制の構築

○ 放課後デイサービスやこども相談室など専門機

関との連携

○ 支援員等職員の専門知識の向上、能力の研鑽

多様な体験・学びの提供 サービスを維持・向上できる運営体制

○ 学校とプラン施設が連携した継続性のある

学びの提供

○ 文化芸術・スポーツに触れる機会の確保

○ 保護者の働き方の多様化に伴う、土・日曜も

含めた居場所の提供

○ 多様な体験活動を提供するアドバイザー制

度の効率的な運用

○ 職員の人事異動や人事交流による支援内容の

共有・均質化

○ 従事する職員（専門職）の安定的な確保と育成

○ 多様なニーズに応えられる体制の構築

○ 従事する職員へのサポート体制の充実

○ 市・事業者・施設の三者における指示・情報伝達

の迅速化

サービスの質と専門性を全体的に向上させる必要があり、地域福祉として取り組むには限界
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小学校 （教育委員会）家 庭 新たな運営主体

大学機関

地域住民
第三の居場所
NPO法人など

学校との継続性のある学び

ICTを活用した新たな学び

家庭状況を踏まえた支援

家庭や小学校との情報共有

█ 大学機関からの協力を得て、児童に応じた（適した）支援に対応する専門性を持った職員の育成

█ 多様な体験やICTを活用した学習などの新しい取組みに対応できる体制を構築

█ 児童を取り巻く多様な団体や担い手との連携・協力を目指したネットワークの構築

NPO法人など

連携・協力

関係構築

個々の児童に応じた（適
した）支援の充実

大学機関や各種団体との
協働スキームの構築

小学校や教育委員会との
連携・調整の強化・充実

職員の確保、人材育成、
サポート

児童に関わる情報交換
多様なネットワークづくり

連携・協力

関係構築
児童の発達などの関する専門的・
技術的な助言

学生と児童が関わる機会の提供

児童への多様な体験の提供

ICT対応などへの支援・助言

事業へのマネジメントを強化

目指す在り方の実現に向けた検討6

市がより積極的に事業全体をマネジメントできる運営体制を構築し

目指す在り方の実現を図る
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想定される事業運営体制７

運営体制 メリット デメリット

市の直営 マネジメントの強化が図りやすい 市の組織が肥大化する

新法人
設立

児童を取り巻く環境の課題解決や
職員の働き方の構築に向けて

取り組みやすい
設立に向けて時間と費用がかかる

現行 施設運営の継続性が確保される
職員の働き方や児童を取り巻く教育環

境の変化に柔軟に対応できない

市の基本姿勢に基づき、目指すあり方を実現できる運営方法はどのようなものか

チルドレンファーストの視点が重要 子どもたちにどのようなメリットがあるかを念頭に



8
今後のスケジュール（案）８

時 期 推進委員会（本会） 小委員会

R3年 ５/21 令和３年度 第１回 推進委員会
・小委員会設置の説明、承認

７月５日 第１回 小委員会
・運営のあり方検討①

８月上旬 第２回 小委員会
・運営のあり方検討②

９月中旬 第３回 小委員会
・中間報告案作成

11月中旬 令和３年度 第２回 推進委員会
・中間報告

R4年 １月上旬 第４回 小委員会
・意見書案作成

２月上旬 令和３年度 第３回 推進委員会
・意見書報告


